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議案第２８号

藤沢市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について

藤沢市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を次のように改正する。

２０１５年（平成２７年）９月１日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例

藤沢市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成１９年藤沢市条例第１３

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「条例は，」の次に「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年

法律第２８号）第１９条の規定による改正前の」を加え，「。以下「法」とい

う。」を削る。

附 則

この条例は，平成２８年１月１日から施行する。

提案理由

この条例を提出したのは，住民基本台帳法が改正されたこと伴い，規定の整備を

図る必要による。


